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県
内
神
社
関
係
者
の
皆
様
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
日
々
奉
仕

神
社
の
護
持
運
営
と
共
に
当
庁
の
諸
業
務
に
深
い
御
理
解
と
御

協
力
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
こ
と
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

去
る
三
月
十
二
日
開
催
の
定
例
協
議
員
会
で
の
役
員
改
選
に

よ
り
、
皆
様
か
ら
の
御
信
任
を
頂
き
改
め
て
今
期
三
年
間
も
庁

長
の
席
を
お
預
か
り
さ
せ
て
頂
く
事
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
年
は
畏
く
も
天
皇
陛
下
よ
り
の
御
聴
許
を
賜
り
ま
し
た
第

六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮
が
三
重
県
伊
勢
市
の
神
宮
で
い
よ
い

よ
始
動
す
る
年
度
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
度
の
御
遷
宮
に
於
い
て
も
、
当
県
は
御
神
鏡
を
お
納
め

申
し
上
げ
る
「
御み

ひ
し
ろ
ぎ

樋
代
木
」
を
伐
採
す
る
御
杣
山
に
御
治
定
さ

れ
る
栄
誉
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
か
ら
、
御
遷
宮
奉
賛
に
対
し
て

は
率
先
垂
範
す
べ
き
重
い
勤
め
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
後
は
各
神
社
へ
も
御
奉
賛
の
御
依
頼
を
申
し
上
げ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
が
、
何
卒
御
理
解
御
協
力
を
お
願
い
し
た
く
存
じ

ま
す
。

　

さ
て
、
神
社
を
取
り
巻
く
状
況
は
御
承
知
の
通
り
大
き
く
変

容
し
、
信
仰
や
神
社
への
向
き
合
い
方
ま
た
価
値
観
が
変
化
し
、

神
社
管
理
体
制
存
続
の
危
機
さ
え
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
困
難
の
中
で
先
人
達
が
継
承

さ
れ
て
き
た
心
を
受
け
取
り
、
更
に
次
代
へ
紡
い
で
い
く
こ
と

を
自
ら
考
え
実
行
す
る
こ
と
こ
そ
が
我
々
に
課
さ
れ
た
使
命
で

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

県
内
関
係
者
に
は
改
め
て
「
敬
神
生
活
の
綱
領
（
15
ペ
ー
ジ

参
照
）」
を
ご
覧
頂
き
、
先
人
達
よ
り
託
さ
れ
た
敬
神
の
心
に

想
い
を
寄
せ
て
頂
き
今
後
も
御
奉
仕
を
続
け
て
頂
け
れ
ば
幸
い

に
存
じ
ま
す
。

　

県
内
各
神
社
の
氏
子
総
代
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
地

域
の
氏
子
の
代
表
と
し
て
神
職
の
皆
様
と
と
も
に
神
社
の
護
持

運
営
に
お
勤
め
頂
い
て
お
り
ま
す
こ
と
心
よ
り
深
く
敬
意
を
表

し
ま
す
と
共
に
、
私
ど
も
県
神
社
総
代
会
の
諸
事
業
に
関
し
て

も
日
頃
よ
り
御
高
配
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
こ
と
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
三
月
十
日
開
催
の
県
神
社
総
代
会
定
例
代
議
員
会
に
於

い
て
、
図
ら
ず
も
今
期
三
年
間
も
引
き
続
き
県
神
社
総
代
会
長

の
職
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
と
な
り
、
前
期
同
様
に
皆
様
と
共

に
進
ん
で
参
り
た
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
既
に
皆
様
も
御
承
知
の
通
り
本
年
は
い
よ
い
よ
長
野

市
を
会
場
と
し
て
、
全
国
神
社
総
代
会
大
会
が
十
月
二
十
八
日

に
開
催
さ
れ
ま
す
。（
最
終
ペ
ー
ジ
参
照
）

　

私
ど
も
県
神
社
総
代
会
始
ま
っ
て
以
来
の
最
大
の
行
事
と
な

り
準
備
等
を
現
在
も
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
全
国
か
ら

の
皆
様
を
お
迎
え
す
る
に
は
、
県
内
の
氏
子
総
代
の
皆
様
の
お

力
を
お
借
り
し
な
け
れ
ば
難
し
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
様
と
共
に
当
日
の
大
会
を
大
い
に
盛
り
上
げ
て
、
全
国
よ

り
お
越
し
の
皆
様
に
楽
し
い
大
会
で
あ
っ
た
と
の
思
い
出
を
お

持
ち
帰
り
頂
け
る
よ
う
、
県
内
よ
り
も
大
勢
の
氏
子
総
代
の
皆

様
の
御
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

令
和
六
年
　
十
一
月

26
日　

中
信
地
区
氏
子
総
代
研
修
会

�

於 

大
町
市

十
二
月

９
～
10
日	

第
70
回
伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭

16
日	

総
代
会
支
会
長
会

令
和
七
年
　
一
月

16
日	

神
社
庁
初
会
議

20
日	

教
化
部
合
同
会
議

23
～
24
日	

東
海
五
県
神
社
庁
事
務
研
修
会

	
�

長
野
県
当
番

28
～
31
日	

沖
縄
信
濃
の
塔
慰
霊
祭

	
�

南
安
曇
支
部
奉
仕

30
日	

南
信
地
区
氏
子
総
代
研
修
会

	
�

於 

茅
野
市

二
月

５
日	

理
事
会

14
日	

総
代
会
役
員
会

19
日	

雅
楽
研
修
会�

於 

穗
髙
神
社

26
～
27
日	

東
海
五
県
神
社
庁
教
化
神
政
連

	
�

合
同
会
議　

於 

諏
訪
市

27
～
28
日	

浦
安
の
舞
研
修
会

	
�

於 

深
志
神
社

三
月

３
日	

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭

５
日	

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭

	
�

於 

神
宮

10
日	

総
代
会
定
例
代
議
員
会

11
日	

東
信
地
区
氏
子
総
代
研
修
会

	
�

於 

佐
久
市

11
日	

北
信
地
区
氏
子
総
代
研
修
会

	
�

於 

神
社
庁

12
日	

第
106
回
神
社
庁
定
例
協
議
員
会

17
～
18
日	

教
化
部
研
修
旅
行

	
�

於 

京
都
市
周
辺

（
主
要
行
事
の
み
抜
粋
）

総
代
会
長
就
任
の
挨
拶

�

長
野
県
神
社
総
代
会
長
　
藤 

村
　
吉 

彦

庁
長
就
任
の
挨
拶

�

長
野
県
神
社
庁
長
　
滝
　
　 

和 

人

神　　　　　州（141号） 令和７年８月１日（2）



長
野
県
神
社
庁
役
員

庁　

長

　

滝　
　

和
人
（
木　

曽
）

副
庁
長

　

水
野　

邦
樹
（
上
水
内
）

　

宮
坂　

信
葊
（
松
塩
筑
）

理　

事

　

渡
邉　

克
彦
（
南
佐
久
）

　

甲
田　

圭
吾
（
上　

小
）

　

山
崎　

洋
文
（
上　

小
）

　

竹
内　

直
彦
（
大　

北
）

　

前
島　
　

正
（
諏　

訪
）

　

白
鳥　

俊
明
（
上
伊
那
）

　

山
崎　

佳
宏
（
南
安
曇
）

　

石
川　
　

彰
（
飯　

水
）

　

丸
山　
　

肇
（
長　

野
）

　

藤
村　

吉
彦
（
松
塩
筑
）

　

水
澤　

健
治
（
北
佐
久
）

監　

事

　

上
條　

哲
哉
（
松
塩
筑
）

　

五
明　

貴
寿
（
更　

級
）

　

春
日　

利
夫
（
南
佐
久
）

　

早
出　

洋
一
（
諏　

訪
）

顧　

問

　

小
平　

弘
起

　

近
藤　

政
彰

　

湯
澤　

廣
雄　

　

宇
治
橋　

淳

本
庁
評
議
員

　

滝　
　

和
人
（
木　

曽
）

　

水
野　

邦
樹
（
上
水
内
）

　

宮
坂　

信
葊
（
松
塩
筑
）

　

藤
村　

吉
彦
（
松
塩
筑
）

五
県
評
議
員

　

前
島　
　

正
（
諏　

訪
）

　

保
尊　
　

勉
（
南
安
曇
）

　

傘
木　

則
興
（
大　

北
）

長
野
県
神
社
総
代
会
役
員

会　

長

　

藤
村　

吉
彦
（
松
塩
筑
）

副
会
長

　

水
澤　

健
治
（
北
佐
久
）

　

伊
倉　

順
治
（
長　

野
）

　

小
松　

俊
夫
（
上
伊
那
）

理　

事

　

工
藤　
　

勇
（
上　

小
）

　

熊
谷　

芳
巳
（
下
伊
那
）

　

髙
村　

征
弘
（
更　

級
）

　

松
澤　
　

求
（
南
安
曇
）

　

水
野　

邦
樹
（
上
水
内
）

　

宮
坂　

信
葊
（
松
塩
筑
）

　

太
田　

秀
史
（
長　

野
）

監　

事

　

春
日　

利
夫
（
南
佐
久
）

　

早
出　

洋
一
（
岡
谷
市
）

顧　

問

　

湯
澤　

廣
雄

　

滝　
　

和
人

支
部
長

　

南
佐
久　

鷹
野　
　

健

　

北
佐
久　

武
者　

幸
彦

　

上　

小　

石
和　
　

大

　

諏　

訪　

八
木　

勇
三

　

上
伊
那　

立
澤　

寿
江

　

飯　

伊　

大
平　

英
文

　

木　

曽　

宮
田　

利
彦

　

松
塩
筑　

隠
岐　

光
洋

　

南
安
曇　

保
尊　
　

勉

　

大　

北　

松
井　

秀
吾

　

更　

級　

五
明　

貴
寿

　

更　

埴　

片
岡　

一
仁

　

上
高
井　

久
保
田
守
彦

　

下
高
井　

前
澤
三
喜
夫

　

上
水
内　

越
志　

秀
徳

　

飯　

水　

髙
橋　
　

穣

　

長　

野　

矢
澤　
　

是

支
会
長

　

南
佐
久　

春
日　

利
夫

　

北
佐
久　

水
澤　

健
治

　

上　

小　

工
藤　
　

勇

　

諏
訪
郡　

中
村　

茂
夫

　

諏
訪
市　

河
西　

紀
一

　

岡
谷
市　

早
出　

洋
一

　

茅
野
市　

大
久
保
賢
一

　

上
伊
那　

小
松　

俊
夫

　

下
伊
那　

熊
谷　

芳
巳

　

飯
田
市　

横
田　

延
之

　

木　

曽　

小
谷　

宗
司

　

松
塩
筑　

藤
村　

吉
彦

　

南
安
曇　

松
澤　
　

求

　

大　

北　

松
澤　
　

啓

　

更　

級　

髙
村　

征
弘

　

更　

埴　

保
木
野
幸
雄

　

須　

高　

藤
本
富
士
雄

　

中　

高　

山
本　

高
明

　

上
水
内　

鈴
木　

誠
司

　

飯　

水　

月
岡　

壽
男

　

長　

野　

伊
倉　

順
治

24
日	

神
政
連
代
議
員
会

26
～
27
日	

第
27
回
子
供
参
宮
団

28
日	

事
務
担
当
者
会

28
日	

神
職
総
会四

月

４
日	

正
副
庁
長
会

９
日	

東
海
五
県
神
社
庁
臨
時
評
議
員
会

	
�

於 

愛
知
県

14
日	

理
事
会

16
日	

総
代
会
役
員
会

23
日	

辞
令
伝
達
式

五
月

13
日	

東
海
五
県
神
社
庁
評
議
員
会

	
�

於 

三
重
県
鳥
羽
市

14
日	

東
海
五
県
神
社
庁
連
合
総
会

	
�

於 

三
重
県
伊
勢
市

21
日	

神
社
本
庁
表
彰
式

	
�

於 

明
治
記
念
館

22
～
24
日	

神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会

24
日	

班
幣
式

30
日	�



東
海
五
県
神
政
連
臨
時
連
絡
協

議
会�

於 

熱
田
神
宮
会
館

六
月

３
日	

第
63
回
神
宮
式
年
遷
宮
御
杣
始
祭

	
�

於 

木
曽
郡
上
松
町

４
日	�



第
63
回
神
宮
式
年
遷
宮
御
神
木

奉
安
祭�

於 

木
曽
郡
上
松
町

５
日	�



第
63
回
神
宮
式
年
遷
宮
裏
木
曽

伐
採
式�

於 

岐
阜
県
中
津
川
市

６
日	�



第
63
回
神
宮
式
年
遷
宮
御
神
木

奉
送
祭
・
御
樋
代
木
奉
搬

19
日	

理
事
支
部
長
合
同
会
議

19
日	

神
社
庁
新
旧
役
員
歓
送
迎
会

	
�

於 

ホ
テ
ル
犀
北
館

22
～
23
日	

浦
安
の
舞
研
修
会

	
�

於 

長
野
縣
護
國
神
社

26
～
27
日	

祭
式
指
導
者
研
修
会

29
日	

第
13
回
神
社
検
定
試
験

新
役
員
名
簿

本
年
度
よ
り
三
年
間
の
任
期
で
選
任
さ
れ
ま
し
た
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「
神
宮
」
と
は
？

　

今
で
は
「
明
治
神
宮
」「
熱
田
神
宮
」「
伊
弉
諾

神
宮
」「
北
海
道
神
宮
」
な
ど
、「
神
宮
」
の
社
号

を
使
わ
れ
て
い
る
神
社
が
全
国
に
数
多
く
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
昔
は
「
伊
勢
の
神
宮
」
と
「
鹿
島
神

宮
」
と
「
香
取
神
宮
」
の
三
社
だ
け
で
し
た
。

　

一
般
に
「
伊
勢
神
宮
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
あ
え
て
「
伊
勢
の
神
宮
」
と
書
き
ま
し

た
が
、正
式
に
は
「
神
宮
」
と
い
う
と
伊
勢
の
「
神

宮
」
の
こ
と
だ
け
を
示
し
ま
す
。

　

そ
し
て
「
内
宮
（
な
い
く
う
）」「
外
宮
（
げ
く

う
）」
の
他
に
、「
別
宮
（
べ
つ
ぐ
う
）
十
四
社
」「
摂

社
（
せ
っ
し
ゃ
）
四
十
三
社
」「
末
社
（
ま
っ
し
ゃ
）

二
十
四
社
」「
所
管
社
（
し
ょ
か
ん
し
ゃ
）

四
十
二
社
」を
合
わ
せ
た
一
二
五
社
の
総
称
を「
神

宮
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
な
い
く
う
・
げ
く
う

…
は
、「
ぐ
う
」
で
は
な
く
「
く
う
」
と
濁
ら
ず

に
発
音
し
ま
す
。

「皇大神宮（内宮）」宇治橋

全く同じ形で建築された「皇大神宮（内宮）」新御正宮

　

第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮
が
、
三
重
県
伊
勢
市
の
「
神
宮
」
で
令
和
十
五
年
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

今
年
の
六
月
に
は
、木
曽
で
「
御
杣
始
祭
」
が
行
わ
れ
、上
松
駅
前
で
「
御
神
木
祭
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
報
告
の
前
に
、「
御
遷
宮
」
に
つい
て
改
め
て
、一緒
に
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

御
遷
宮
の
し
お
り
①

御
遷
宮
の
し
お
り
①  

……  

御
遷
宮
い
ろ
は

御
遷
宮
い
ろ
は
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第62回神宮式年遷宮「御白石持行事」

「
神
宮
」
に
は

何
の
神
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い
る
の
？

　
「
天
照
大
御
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）」

が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
前
段
で
お
話
し
の
通
り
一
二
五
の
御
社
が
あ

り
ま
す
か
ら
、「
外
宮
」
の
「
豊
受
大
御
神
（
と

よ
う
け
の
お
お
み
か
み
）」
を
始
め
様
々
な
神
さ

ま
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
天
照
大
御
神
」
は
何
の
神
さ
ま
？

　

父
で
あ
る
「
伊
邪
那
岐
（
い
ざ
な
ぎ
）
大
神
」

母
で
あ
る
「
伊
邪
那
美
（
い
ざ
な
み
）
大
神
」
の

子
ど
も
で
、
天
を
照
ら
す
と
い
っ
た
字
に
現
さ
れ

る
よ
う
に
太
陽
を
司
る
神
さ
ま
で
す
。
太
陽
の
光

が
大
地
を
照
ら
し
、
私
た
ち
の
生
命
を
育
む
絶
対

的
に
大
切
な
御
存
在
、
神
さ
ま
の
中
で
も
最
高
の

神
さ
ま
で
、
皇
室
の
神
さ
ま
、
日
本
人
の
総
氏
神

さ
ま
で
あ
り
ま
す
。

式
年
と
は
？

　

定
め
ら
れ
た
年
の
こ
と
、
つ
ま
り
「
式
年
祭
」

と
い
う
と
「
決
め
ら
れ
た
期
間
ご
と
に
行
わ
れ
る

祭
典
」
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
伊
勢
の
「
神
宮
」

で
は
、二
十
年
を
式
年
と
し
て
二
十
年
に
一
度「
御

遷
宮
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

作：とし　絵：まこ

伊勢神宮ホームページ
https://www.isejingu.or.jp/index.html

神 宮
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「
御
遷
宮
」
と
は
？

　

神
さ
ま
の
建
物
を
新
し
く
築
き
、
神
さ
ま
に
お

遷
り
頂
く
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
「
神
宮
」の
御
遷
宮
は
、今
の
建
物（「
正
宮
」し
ょ

う
ぐ
う
）の
隣
り
に
あ
る「
御
敷
地（
み
し
き
ち
）」

に
ま
っ
た
く
同
じ
建
物
を
築
い
て
、
神
さ
ま
を
今

の
「
正
宮
」
か
ら
新
し
く
築
い
た
「
正
宮
」
に
お

遷
り
頂
く
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

西
の
御
敷
地
か
ら
東
の
御
敷
地
へ
、
二
十
年
後

に
は
、
東
の
御
敷
地
か
ら
西
の
御
敷
地
へ
と
神
さ

ま
が
お
遷
り
に
な
る
「
御
遷
宮
」
は
、
昔
な
が
ら

の
作
法
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
で
第
六
十
三
回
？

　

今
回
で
六
十
三
回
目
を
数
え
る
「
御
遷
宮
」
は

千
三
百
年
以
上
に
わ
た
り
国
家
の
一
大
重
儀
と
し

て
続
い
て
い
ま
す
が
、
長
い
長
い
歴
史
の
間
に
は

室
町
時
代
に
百
年
以
上
の
間
、
中
断
せ
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ひ
と
た
び
中
断

さ
れ
た
も
の
を
復
興
す
る
大
変
さ
は
、
コ
ロ
ナ
禍

を
経
て
我
々
神
社
関
係
者
は
特
に
身
に
沁
み
て
感

じ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
更
に
昭
和
に
入

り
戦
後
の
「
御
遷
宮
」
は
国
家
の
手
を
離
れ
国
民

総
奉
賛
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

平成25年10月2日　第62回式年遷宮「遷御（内宮）」

な
ぜ
二
十
年
に
一
度
な
の
？

　

天
武
天
皇
の
御
発
意
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
も
の

で
す
が
、「
二
十
年
に
一
度
」
の
理
由
は
明
ら
か

で
は
な
く
、
明
ら
か
な
の
は
天
武
天
皇
が
お
定
め

に
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
…
で
す
。
こ
の
理
由
に
は

様
々
な
説
が
あ
り
、「
御
用
材
の
耐
用
年
数
が

二
十
年
だ
か
ら
」「
御
用
材
に
持
ち
う
る
こ
と
の

出
来
る
檜
の
育
成
度
合
い
を
鑑
み
て
」「
常
に
清

浄
な
環
境
で
大
神
様
を
お
祀
り
す
る
た
め
」「
神

嘗
祭
（
か
ん
な
め
さ
い
）
で
お
供
え
す
る
穀
物
の

最
長
保
存
期
間
が
二
十
年
だ
か
ら
」「
旧
暦
で
は

約
二
十
年
に
一
度
、
立
春
と
元
旦
が
重
な
る
最
大

の
吉
日
が
あ
っ
た
か
ら
」
な
ど
な
ど
。

　

そ
れ
ら
の
中
で
も
一
番
有
力
と
さ
れ
て
い
る
説

は
、「
技
術
の
継
承
に
最
も
適
し
た
年
月
だ
か
ら
」。

建
物
だ
け
で
は
な
く
、
神
宝
と
い
わ
れ
る
衣
服
や

装
束
・
武
具
・
楽
器
・
文
具
や
日
用
品
な
ど
も
新

調
さ
れ
、
古
代
の
文
化
と
技
術
・
技
と
心
が
脈
々

と
現
代
に
受
け
継
ぎ
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
つ「
御
遷
宮
」が
行
わ
れ
る
の
？

　

第
六
十
三
回
の
神
宮
式
年
遷
宮
は
、
令
和
十
五

年
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、今
年
の
五
月
に
は「
御

遷
宮
」
最
初
の
神
事
で
あ
り
ま
す
「
山
口
祭
」
と

「
木
本
（
こ
の
も
と
）
祭
」
が
行
わ
れ
、
六
月
に

神　　　　　州（141号） 令和７年８月１日（6）



国民総奉賛による遷宮御奉賛に御理解と御協力をお願いします

遷宮は祭儀の他にも伝統技術の継承も行われます

は
木
曽
に
お
き
ま
し
て
御
神
体
を
納
め
る
「
御
樋

代
」
の
御
用
材
を
伐
り
出
す
「
御
杣
始
（
み
そ
ま

は
じ
め
）
祭
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
御
神
木

を
「
神
宮
」
に
送
り
出
す
ま
で
木
曽
で
の
一
連
の

行
事
や
祭
典
を
「
御
神
木
祭
」
と
い
い
ま
す
が
、

次
ペ
ー
ジ
よ
り
紹
介
致
し
ま
す
。
ま
た
、
令
和

十
五
年
ま
で
の
八
年
間
に
わ
た
り
様
々
な
祭
典
・

行
事
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
が
、
詳
細
は
裏
表
紙
に

て
紹
介
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。（
日
付
は
未
定
）

写
真
提
供
／
神
宮
司
庁

第63回神宮式年遷宮特設ページ
https://www.isejingu.or.jp/sengu/the63rd/
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第
六
十
三
回 

神
宮
式
年
遷
宮

　特
集

第
六
十
三
回 

神
宮
式
年
遷
宮

　特
集

毛 

利

　ゆ 

き 

乃

『
御
神
木
祭
』

『
御
神
木
祭
』

去
る
六
月
三
日
、
木
曽
郡
上
松
町
に
あ
り
ま
す
「
赤
沢
自
然
休
養
林
」
で
「
御
杣
始
祭
（
み
そ
ま
は
じ
め
さ
い
）」
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
御
杣
始
祭
」
と
は
、
御
神
体
を
お
納
め
す
る
神
聖
な
御
器
（
お
ん
う
つ
わ
）「
御
樋
代
（
み
ひ
し
ろ
）」
を
造
る
た
め
の
御
用
材
を
伐
採
す
る
儀
式
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

長
野
県
神
道
青
年
会

　会
長

神
社
庁
木
曽
支
部
教
化
委
員

 

六
月
三
日

御
杣
始
祭

　

当
日
は
、
雨
が
降
り
し
き
る
と
て
も
寒
い
日
と

な
り
ま
し
た
。神
宮
関
係
者
や
来
賓
が
見
守
る
中
、

杣
夫
に
よ
り
内
宮
・
外
宮
一
本
ず
つ
の
御
樋
代
木

（
御
神
木
）
を
切
り
出
す
「
御
杣
始
祭
」
が
粛
々

と
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

翌
日
に
は
、
木
曽
奉
賛
会
が
中
心
と
な
り
御
神

木
奉
安
祭
が
行
わ
れ
、
六
日
の
奉
送
祭
ま
で
町
を

上
げ
て
様
々
な
奉
祝
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

御杣始祭

杣夫により三ツ緒伐りでの伐採風景

「内宮」「外宮」に用いられる御樋代木

（
８
ペ
ー
ジ
の
写
真
提
供
／
神
社
新
報
社
）
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六
月
四
日

お
木
曳
行
事

　

午
前
十
時
よ
り
、
御
神
木
を
上
松
駅
前
に
あ
る

奉
安
所
ま
で
曳え
い
こ
う行
す
る
「
お
木
曳
」
行
事
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。
木
遣
り
の
掛
け
声
に
合
わ
せ
関

係
団
体
や
一
般
の
参
加
者
な
ど
多
く
の
人
の
手
で

町
中
を
曳
き
な
が
ら
練
り
歩
き
ま
し
た
。
こ
の
日

は
前
日
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
晴
天
の
夏
日
と
な

り
、
気
持
ち
の
良
い
汗
を
か
き
な
が
ら
賑
々
し
く

奉ほ
う
え
い曳
さ
れ
ま
し
た
。

奉
安
祭

　

午
後
五
時
よ
り
、
御
神
木
を
駅
前
に
奉
安
す
る

「
奉
安
祭
」
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
木
曽
支
部
の

神
職
が
中
心
と
な
り
、
長
野
県
神
道
青
年
会
の
会

員
も
参
加
し
、
約
三
十
名
の
神
職
に
よ
り
祭
典
を

奉
仕
し
ま
し
た
。

　

駅
前
に
は
参
列
者
と
多
く
の
見
物
人
や
報
道
関

係
者
が
集
ま
り
、
普
段
の
お
祭
り
と
は
少
し
違
っ
た

緊
張
感
の
中
で
祭
典
が
始
ま
り
ま
し
た
。
地
元
上

松
町
諏
訪
神
社
徳
原
ち
ず
る
宮
司
の
斎
主
の
も
と

全
員
斎
服
に
て
奉
仕
し
、同
神
社
巫
女
に
よ
る
「
浦

安
の
舞
」
奉
奏
で
は
祭
員
全
員
に
て
歌
を
つ
け
る
な

ど
、
厳
か
な
雰
囲
気
で
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

上松町内をお木曳き

上松駅前で御神木「奉安祭」

奉安祭を奉仕した神社庁木曽支部・長野県神道青年会
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雅
楽
奉
納

　

午
後
六
時
か
ら
は
信
濃
雅
楽
会
に
よ
り
「
朝
日

舞
」
と
「
落ら

く
そ
ん蹲
」
が
奉
納
さ
れ
、
奉
祝
行
事
に
華

を
添
え
ま
し
た
。

 

六
月
五
日

奉
納
行
事

　

こ
の
日
は
地
元
団
体
に
よ
る
獅
子
舞
や
長
持
ち

な
ど
数
多
く
の
奉
納
行
事
が
行
わ
れ
、
物
産
展
や

花
火
の
打
ち
上
げ
等
も
あ
り
多
く
の
人
で
賑
わ
い

ま
し
た
。

神
宮
式
年
遷
宮
写
真
展

　

長
野
県
神
道
青
年
会
で
は
、
一
般
の
方
に
御
遷

宮
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
頂
く
為
に
、
全
国
の

青
年
神
職
で
組
織
す
る
神
道
青
年
全
国
協
議
会
に

て
作
成
さ
れ
た
神
宮
式
年
遷
宮
に
関
す
る
諸
祭
事

を
ま
と
め
た
写
真
展
を
設
置
し
ま
し
た
。
御
神
木

祭
に
来
た
多
く
の
方
が
足
を
止
め
、
じ
っ
く
り
と

観
覧
さ
れ
る
姿
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

 

六
月
六
日

奉
送
祭

　

午
前
八
時
、
奉
安
さ
れ
て
い
た
御
神
木
を
奉
送

用
の
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
、
神
宮
祢
宜
辻
村
光
生
様

御
参
列
の
も
と
、
木
曽
支
部
の
神
職
を
中
心
と
し

て
御
神
木
を
送
り
出
す
「
奉
送
祭
」
が
厳
粛
に
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。

　

木
曽
か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
御
神
木
は
、
各
県
に

て
歓
迎
を
受
け
、
奉
祝
行
事
を
行
い
な
が
ら
伊
勢

へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。

上松駅前で各種奉祝行事

御神木「奉送祭」

上松町を出発した御神木は、各所で歓迎を受けました
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今
回
の
御
神
木
も
、
長
野
県
神
社
庁
長
を
始
め

と
す
る
関
係
者
が
乗
っ
た
車
両
と
、
地
元
保
存
会

の
お
囃
子
に
先
導
さ
れ
、
大
勢
の
人
た
ち
に
見
送

ら
れ
な
が
ら
岐
阜
県
を
通
り
愛
知
県
犬
山
市
の
針

綱
神
社
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

　

御
神
木
は
長
野
県
か
ら
岐
阜
県
へ
、
岐
阜
県
か

ら
愛
知
県
へ
と
入
り
、
名
濃
バ
イ
パ
ス
善
師
野
駐

車
場
で
待
ち
受
け
て
い
た
愛
知
県
神
社
庁
へ
と

「
引
継
式
」を
行
っ
て
、私
た
ち
の
手
を
離
れ
ま
す
。

そ
の
後
針
綱
神
社
で
は
「
犬
山
祭
」
に
曳
き
出
さ

れ
る
絢
爛
豪
華
な
車
山
（
や
ま
）
や
大
勢
の
人
に

迎
え
ら
れ
、
ト
ラ
ッ
ク
に
積
ま
れ
た
御
神
木
が
神

社
境
内
に
曳
き
込
ま
れ
て
宮
司
を
始
め
職
員
の
皆

様
に
よ
る
「
奉
安
祭
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
、
二
十
年
に
一
度
の
特
別
な
神
事
に
関
わ

る
こ
と
が
出
来
た
の
も
御
縁
で
あ
り
、
と
て
も
貴

重
で
有
り
難
い
こ
と
だ
と
実
感
致
し
ま
し
た
。
御

神
木
の
御
神
威
と
参
加
し
た
方
々
の
熱
気
や
想
い

な
ど
、
今
回
の
経
験
で
感
じ
た
す
べ
て
を
二
十
年

後
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

令
和
十
五
年
の
御
遷
宮
に
向
け
て
今
後
も
様
々

な
祭
事
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
一
般
の
方
々
に
も

御
遷
宮
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
頂
け
る
よ
う
啓

発
活
動
を
続
け
る
と
と
も
に
、
今
後
の
す
べ
て
の

祭
事
が
滞
り
な
く
納
め
ら
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

愛知県　名濃バイパス善師野駐車場にて「引継式」

愛知県犬山市針綱神社で歓迎を受ける「御神木」

愛知県犬山市針綱神社に曳き込まれる「御神木」

（
写
真
提
供
／
陸
上
自
衛
隊　

第
十
二
旅
団
司
令
部
付
隊　

陸
曹
長　

町
田
康
行
様
・
愛
知
県
神
社
庁
様
）
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し
て
い
ま
す
が
、
国
家
の
為
に
尊
い
一
命
を
捧
げ

ら
れ
た
人
々
の
御
霊
を
慰
め
、
そ
の
事
績
（
御
功

績
）
を
末
永
く
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
明

治
二
年
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
「
招
魂
社
」
に
は
じ

ま
り
、
明
治
十
二
年
に
「
靖
國
神
社
」
と
社
名
が

改
め
ら
れ
て
今
に
至
り
ま
す
。

　

明
治
天
皇
が
命
名
さ
れ
た
「
靖
國
」
と
い
う
社

号
に
は
「
国
を
靖
（
安
）
ん
じ
る
」
と
い
う
意
味

が
あ
り
「
祖
国
を
平
安
に
す
る
」「
平
和
な
国
家

を
建
設
す
る
」
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

東
京
で
は
新
暦
の
七
月
に
お
盆
を
行
い
ま
す

が
、
そ
の
期
間
で
あ
り
ま
す
七
月
十
三
日
か
ら

十
六
日
に
か
け
て
靖
國
神
社
で
は
「
み
た
ま
ま
つ

り
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

靖
國
神
社
の
み
た
ま
ま
つ
り
は
、
昭
和
二
十
一

年
の
お
盆
に
長
野
県
遺
族
会
が
御
霊
を
慰
め
る
為

境
内
で
盆
踊
り
大
会
を
開
催
し
た
の
を
き
っ
か
け

と
し
、
翌
二
十
二
年
か
ら
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
今

日
で
は
東
京
の
夏
の
風
物
詩
と
し
て
親
し
ま
れ
、

毎
年
多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
い
ま
す
。
期
間
中
、

境
内
に
は
大
小
三
万
灯
を
超
え
る
提
灯
や
雪
洞

　

皆
様
は
「
靖
國
神
社
」
と
聞
く
と
、
何
を
思
い

浮
か
べ
ら
れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

　

最
近
で
は
、
気
象
庁
が
東
京
の
桜
の
開
花
宣
言

を
す
る
際
に
観
測
す
る
標
本
木
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
毎
春
「
靖
國
神
社
」
を
報
道
な
ど
で
目
に
す

る
…
と
い
う
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

靖
國
神
社
は
東
京
都
千
代
田
区
九
段
下
に
鎮
座

（
ぼ
ん
ぼ
り
）

が
掲
げ
ら
れ

「
御
神
輿
振

り
」
や
「
青

森
ね
ぶ
た
」

「
和
太
鼓
演

奏
」
に
「
阿

波
踊
り
」
な

ど
の
奉
納
行

事
が
行
わ
れ

ま
す
。

　

靖
國
神
社

の
境
内
に
あ

り
ま
す
「
遊
就
館
（
ゆ
う
し
ゅ
う
か
ん
）」
に
は
、

幕
末
か
ら
大
東
亜
戦
争
ま
で
の
戦
没
者
や
軍
事
関

係
の
遺
品
・
資
料
な
ど
が
収
め
ら
れ
、
ペ
リ
ー
来

航
以
降
の
国
内
の
内
乱
・
日
清
戦
争
か
ら
大
東
亜

戦
争
に
至
る
対
外
戦
争
に
つ
い
て
な
ど
が
歴
史
を

追
っ
て
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
館
内
に
は
戦
闘
機

や
機
関
車
、
ロ
ケ
ッ
ト
特
攻
機
に
人
間
魚
雷
（
回

天
）
な
ど
が
展
示
さ
れ
、
ま
た
専
用
シ
ア
タ
ー
で

は
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
映
画
も
上
映
さ
れ
て
お
り
、
日

清
・
日
露
戦
争
か
ら
大
東
亜
戦
争
ま
で
の
近
現
代

戦
争
史
に
つ
い
て
が
、
貴
重
な
映
像
と
史
実
に
基

づ
い
て
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
靖
國
神
社
を
お
参

り
さ
れ
ま
し
た
ら
、
是
非
遊
就
館
に
も
足
を
お
運

び
下
さ
い
。

　
今
年
は
大
東
亜
戦
争
終
結
の
昭
和
二
十
年
よ
り
、
数
え
て
八
十
年
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
県
神
道
青
年
会
が
毎
年
お
参
り
し
て
お
り
ま
す
「
靖
國
神
社
『
み
た
ま
ま
つ
り
』」
と
県
内
十
七
支
部

が
交
代
で
御
奉
仕
し
て
お
り
ま
す
「
沖
縄
『
信
濃
の
塔
』
慰
霊
祭
」
を
紹
介
致
し
ま
す
。

全国の崇敬者から奉納された提灯の前で（神青会員R7.7.15）

境内にある「遊就館」

靖
國
神
社
『
み
た
ま
ま
つ
り
』

靖
國
神
社
『
み
た
ま
ま
つ
り
』
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摩文仁の丘「信濃の塔」にて慰霊祭

　

本
年
は
、
沖
縄
県
に
あ
り
ま
す
「
信
濃
の
塔
」

慰
霊
祭
を
南
安
曇
支
部
が
担
当
致
し
ま
し
た
。
参

加
者
は
山
崎
支
部
長
、
清
水
事
務
局
、
小
平
支
部

員
、
山
越
の
四
名
で
奉
仕
致
し
ま
し
た
。

　

一
月
二
十
八
日
、
沖
縄
に
到
着
す
る
と
気
温
は

十
三
度
、
安
曇
野
の
冬
か
ら
す
る
と
思
っ
て
い
た

印
象
と
異
な
り
ま
し
た
が
ほ
っ
と
す
る
暖
か
さ
で

し
た
。
夕
食
後
、
ホ
テ
ル
に
て
装
束
・
榊
等
を
荷

解
き
し
、
深
夜
ま
で
玉
串
を
作
り
ま
し
た
。
翌
日

は
沖
縄
県
護
国
神
社
で
正
式
参
拝
を
行
い
、
旧
海

軍
司
令
部
壕
で
は
長
い
壕
の
中
を
歩
い
て
進
み
、

自
決
現
場
で
は
御
霊
が
安
ら
か
で
あ
り
ま
す
よ
う

お
祈
り
し
ま
し
た
。

　

一
月
三
十
日
、
沖
縄
県
糸
満
市
摩
文
仁
の
丘
に

あ
る
「
信
濃
の
塔
」
に
て
慰
霊
祭
を
執
り
行
い
ま

し
た
。
当
日
は
好
天
に
恵
ま
れ
、
穏
や
か
な
波
音

と
雅
楽
の
音
色
が
響
く
中
、
沖
縄
戦
で
散
華
し
た

約
千
三
百
柱
の
御
霊
を
含
む
長
野
県
出
身
の
戦
没

者
五
万
五
千
余
柱
の
安
ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
祈
り

な
が
ら
奉
仕
し
ま
し
た
。
慰
霊
祭
に
は
長
野
県
遺

族
会
会
長
の
池
内
宜
訓
氏
、
長
野
県
知
事
の
阿
部

守
一
氏
を
は
じ
め
と
す
る
約
七
十
名
が
参
列
し
て

玉
串
を
奉
り
、
平
和
へ
の
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。

池
内
氏
は
「
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
が
九
割
と

な
っ
た
今
、
い
か
に
し
て
戦
争
の
記
憶
を
語
り
継

ぐ
か
が
重
要
で
あ
る
。」
と
訴
え
ま
し
た
。
同
日
、

佐
久
市
出
身
の
小
池
勇
助
軍
医
が
最
期
を
遂
げ
た

糸
満
市
の
糸
洲
の
壕
で
、
沖
縄
戦
の
事
実
を
風
化

さ
せ
ず
平
和
学
習
の
場
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、

市
で
は
手
す
り
の
取
り
付
け
・
献
花
台
、
案
内
板

の
設
置
等
壕
の
整
備
が
行
わ
れ
、
竣
工
式
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

戦
後
八
十
年
が
経
ち
、
改
め
て
平
和
な
世
の
中

に
生
き
る
今
を
有
難
く
嚙
み
締
め
な
が
ら
安
曇
野

へ
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
。�

（
山
越
秋
穂
）

沖
縄
「
信
濃
の
塔
」
慰
霊
祭
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神 

道
豆 

知 

識

○
芝
宮
神
社
（
上
伊
那
郡
飯
島
町
七
久
保
鎮
座
）

�

宮
司　

紫
芝
光
司

�

社
務
所
改
築

�
事
業
費　

約
二
〇
〇
〇
万
円

　

当
社
の
社
務
所
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
建
設
さ

れ
五
十
年
が
経
過
し
老
朽
化
が
進
み
、
氏
子
か
ら

の
要
望
も
強
く
、
令
和
五
年
に
建
設
委
員
会
を
立

ち
上
げ
、
令
和
六
年
七
月
に
着
工
、
同
年
十
二
月

十
五
日
に
竣
工
祭
を
行
い
、
正
月
の
歳
旦
祭
で
本

格
的
に
使
用
開
始
と
な
り
ま
し
た
。

　

新
し
い
社
務
所
は
椅
子
席
に
す
る
こ
と
等
で
、

使
い
勝
手
の
良

い
工
夫
が
凝
ら

さ
れ
た
も
の
が

出
来
上
が
り
ま

し
た
。

　

地
域
氏
子
の

皆
様
、
ま
た
関

係
各
位
の
御
協

力
に
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　

神
道
は
天て

ん
ち地
悠ゆ

う
き
ゅ
う久
の
大た

い
ど
う道
で
あ
っ
て
、

崇す
う
こ
う高
な
る
精せ

い
し
ん神
を
培つ

ち
か

ひ
、
太た

い
へ
い平
を
開ひ

ら

く
の
基

も
と
い

で
あ
る
。

　

神し
ん
り
ょ慮
を
畏か

し
こ

み
祖そ

訓く
ん

を
つ
ぎ
、
い
よ
い
よ
道み

ち

の
精せ

い
か華
を
発は

っ
き揮
し
、
人じ

ん
る
い類
の
福ふ

く
し祉
を
増ぞ

う
し
ん進
す

る
は
、
使し

め
い命
を
達た

っ
せ
い成
す
る
所ゆ

え
ん以
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
こ
の
綱こ

う
り
ょ
う領
を
か
か
げ
て
向む

か

ふ
と
こ

ろ
を
明あ

き

ら
か
に
し
、
実じ

っ
せ
ん践
に
つ
と
め
て
以も

っ

て

大た
い
ど
う道
を
宣せ

ん
よ
う揚
す
る
こ
と
を
期き

す
る
。

一
、
神か

み

の
恵め

ぐ

み
と
祖そ

せ
ん先
の
恩お

ん

と
に
感か

ん
し
ゃ謝
し
、

　
　

�

明あ
か

き
清き

よ

き
ま
こ
と
を
以も

っ

て
祭さ

い
し祀
に
い
そ

し
む
こ
と

一
、
世よ

の
た
め
人ひ

と

の
た
め
に
奉ほ

う
し仕
し
、

　
　

�

神か
み

の
み
こ
と
も
ち
と
し
て
世よ

を
つ
く
り

固か
た

め
成な

す
こ
と

一
、大お

お
み
こ
こ
ろ

御
心
を
い
た
だ
き
て
む
つ
び
和や

わ

ら
ぎ
、

　
　

�

国く
に

の
隆

り
ゅ
う
し
ょ
う
昌
と
世せ

か
い界
の
共き

ょ
う
そ
ん存
共き

ょ
う
え
い栄
と
を
祈い

の

る
こ
と

服ぶ
っ
き忌

　

家
庭
に
不
幸
が
あ
っ
た
場
合
、
一
般
的

に
は
50
日
（
仏
教
で
は
49
日
）
を
忌
中
と

し
て
個
人
を
偲
び
、
神
棚
に
半
紙
を
貼
る

な
ど
し
て
、
お
ま
つ
り
を
遠
慮
し
ま
す
。

　

忌
の
期
間
が
正
月
を
ま
た
ぐ
場
合
は
、

忌
が
明
け
て
か
ら
お
神
札
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

　

な
お
、
五
十
日
祭
（
仏
教
で
は
四
十
九

日
法
要
）
を
忌
明
け
の
神
事
と
し
、
忌
が

明
け
ま
し
た
ら
神
棚
の
半
紙
を
取
り
除

き
、
通
常
の
生
活
に
立
ち
戻
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

敬け
い
し
ん神
生せ

い
か
つ活
の
綱
領
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此
度
、
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
鎮
座
熊
野
皇
大
神

社
祢
宜
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。

　

昨
年
度
ま
で
県
外
の
神
社
に
て
奉
職
し
て
お
り

ま
し
た
が
御
縁
を
頂
き
長
野
に
て
御
奉
仕
さ
せ
て

頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

長
野
県
の
風
土
、
文
化
を
学
び
、
一
日
も
早
く

長
野
県
の
神
職
に
相
応
し
い
御
奉
仕
が
出
来
ま
す

よ
う
精
進
し
て
参
り
ま
す
。

　

若
輩
の
身
に
て
至
ら
ぬ
点
も
あ
る
か
と
存
じ
ま

す
が
御
指
導
御
鞭
撻
の
程
、
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

昨
年
度
ま
で
県
外
の
神
社
に
て
、
四
年
間
奉
仕

し
て
参
り
ま
し
た
。

　
「
神
職
は
一
生
勉
強
だ
」
と
諸
先
輩
方
よ
り
学

び
、
ま
た
地
域
の
皆
様
か
ら
あ
ら
ゆ
る
面
で
一
目

置
か
れ
る
こ
と
が
、
自
他
共
に
認
め
る
神
職
の
理

想
の
姿
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

斯
界
で
の
繋
が
り
か
ら
も
多
く
を
得
て
、
こ
の

職
に
就
い
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
心
か
ら
思
え
る

体
験
を
重
ね
ら
れ
る
よ
う
自
己
研
鑽
に
努
め
ま
す

の
で
、
今
後
と
も
御
指
導
御
鞭
撻
の
程
、
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
上
田
市
の
大
屋
神
社
権
祢
宜
を
拝
命

致
し
ま
し
た
。
幼
少
期
の
頃
は
神
社
と
の
深
い
関

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
去
年
か
ら
神
職

の
仕
事
と
い
う
も
の
を
学
び
、
宮
司
の
祖
父
が
神

職
一
筋
の
姿
を
見
る
に
つ
け
、
大
屋
神
社
へ
の
深

い
思
い
入
れ
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

　

自
分
も
宮
司
を
支
え
な
が
ら
祖
父
の
思
い
を
受

け
継
げ
る
よ
う
な
神
職
と
し
て
奉
仕
に
励
ん
で
い

こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

何
卒
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

此
度
習
焼
神
社
権
祢
宜
を
拝
命
致
し
ま
し
た
原

彰
紀
と
申
し
ま
す
。

　

昨
年
ま
で
京
都
の
神
社
に
て
奉
職
を
し
て
お
り

ま
し
た
が
、
生
ま
れ
育
っ
た
こ
の
諏
訪
の
地
に
戻
り

曾
祖
父
か
ら
奉
仕
を
し
て
い
た
習
焼
神
社
へ
奉
仕

を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
を
嬉
し
く
思
って
お
り
ま
す
。

　

長
野
の
土
地
で
新
た
に
神
職
と
し
て
歩
み
を
進

め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、初
心
に
立
ち
返
り
、

浄
明
正
直
に
神
明
奉
仕
に
努
め
る
所
存
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

ま
た
、「
中
今
」
の
精
神
を
忘
れ
ず
地
域
の
皆

様
方
と
協
力
し
神
社
を
後
世
に
繋
げ
て
い
け
る
よ

う
励
ん
で
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
神
職
と
し
て
は
未
熟
者
で
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
皆
様
方
の
御
指
導
御
鞭
撻
の
程
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

　

此
度
、諏
訪
大
社
権
祢
宜
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。

令
和
四
年
の
式
年
造
営
御
柱
大
祭
と
同
時
に
奉
職

し
、
三
年
間
出
仕
と
し
て
御
奉
仕
し
て
参
り
ま
し

た
。
こ
の
間
、
氏
子
の
皆
様
の
篤
い
信
仰
心
や
熱

心
な
御
奉
仕
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
て
、
私
自

身
も
祭
典
の
執
行
や
社
頭
の
護
持
に
万
全
を
期

し
、
慇
懃
な
奉
仕
を
心
掛
け
な
け
れ
ば
と
改
め
て

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

甚
だ
未
熟
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
斯
界
に
少
し
で

も
貢
献
で
き
る
よ
う
励
ん
で
参
り
ま
す
の
で
、
御

新
任
神
職
の
横
顔

新
し
く
任
命
さ
れ
た
神
職
を
紹
介
し
ま
す

新
し
く
任
命
さ
れ
た
神
職
を
紹
介
し
ま
す

東ひ
が
し
ら良

　
勝ま
さ
ふ
み文

�

四
十
七
歳

熊
野
皇
大
神
社　

祢
宜

北
佐
久
支
部

工く
ど
う藤

　
淑よ
し
た
か高

�

二
十
六
歳

諏
訪
神
社　

祢
宜

上
小
支
部

内う
ち
ぼ
り堀

　
晃こ
う
じ司

�

二
十
八
歳

大
屋
神
社　

権
祢
宜

上
小
支
部

原は
ら

　
彰あ
き
の
り紀

�

二
十
八
歳

習な
ら
や
き焼
神
社　

権
祢
宜

諏
訪
支
部

濵は
ま

　
健け
ん
た
ろ
う

太
郎

�

二
十
六
歳

諏
訪
大
社　

権
祢
宜

諏
訪
支
部
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指
導
御
鞭
撻
の
程
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

こ
の
度
、
辰
野
町
諏
訪
神
社
の
宮
司
を
拝
命
致

し
ま
し
た
。

　

平
成
三
年
に
國
學
院
大
學
神
職
養
成
講
習
会
に

て
正
階
を
取
得
し
、
そ
の
後
は
医
療
に
従
事
し
て

参
り
ま
し
た
。

　

神
職
の
家
系
に
生
ま
れ
育
っ
た
私
に
と
っ
て
神

社
は
常
に
身
近
な
存
在
で
し
た
。
当
社
は
古
く
よ

り
地
域
の
信
仰
の
中
心
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
り

ま
す
。

　

こ
の
由
緒
あ
る
神
社
を
護
り
、
さ
ら
な
る
発
展

に
尽
力
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
皆
様
の
お
力
と

な
れ
る
よ
う
精
一
杯
努
め
て
参
る
所
存
で
す
。

　

こ
の
度
、
八
幡
宮
祢
宜
を
拝
命
し
身
の
引
き
締

ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
美
し
い
山
々
に
囲
ま

れ
た
自
然
豊
か
な
宗
賀
の
里
で
長
年
大
切
に
守
ら

れ
て
き
た
神
社
を
、
地
域
の
方
々
と
繋
が
り
合
い

次
の
世
代
へ
と
残
し
伝
え
て
い
く
こ
と
が
神
職
と

し
て
の
使
命
の
一
つ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

経
験
も
浅
く
若
輩
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
先
輩

神
職
の
皆
様
方
に
御
指
導
を
頂
き
な
が
ら
研
鑽
に

励
み
、
神
明
奉
仕
に
努
め
て
参
る
所
存
で
ご
ざ
い

ま
す
。
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

信
濃
雅
楽
会
に
所
属
し
、
三
十
年
余
御
奉
仕

す
る
中
で
御
縁
を
頂
き
、
こ
の
度
令
和
七
年
一

月
一
日
を
以
て
、
住
吉
神
社
権
祢
宜
を
拝
命
致

し
ま
し
た
。

　

神
職
と
し
て
の
一
歩
を
踏
み
出
せ
た
感
動
と
感

謝
を
忘
れ
ず
に
、
心
新
た
に
神
明
奉
仕
に
努
め
て

参
り
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
経
験
も
浅
く
未
熟
で
至
ら
な
い
点
も

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
諸
先
輩
方
か
ら
多
く
を

学
び
、
神
職
と
し
て
人
と
し
て
成
長
で
き
る
よ
う

に
邁
進
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
御
指
導
御
鞭
撻
の

程
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

此
度
、
大
宮
熱
田
神
社
権
祢
宜
を
拝
命
致
し
ま

し
た
。

　

私
は
県
外
の
神
社
で
三
年
間
奉
職
さ
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
し
た
が
、
本
年
四
月
よ
り
地
元
に
戻
り

先
祖
が
護
っ
て
き
た
神
社
で
御
奉
仕
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

祭
典
は
地
域
ご
と
神
社
ご
と
で
違
い
が
あ
る

為
、
今
は
勉
強
の
毎
日
で
す
が
、
神
明
奉
仕
に
精

進
し
て
い
く
所
存
で
す
。

　

皆
様
の
御
指
導
御
鞭
撻
を
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
大
町
市
常
盤
鎮
座
・
八
王
子
神
社
祢

宜
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。

　

幼
少
の
頃
か
ら
神
明
奉
仕
を
す
る
祖
父
や
父
の

姿
を
見
て
お
り
、
い
つ
か
跡
を
継
ぐ
こ
と
を
考
え

て
育
ち
ま
し
た
。

　

今
春
か
ら
神
職
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
ま
し
た

が
、
先
人
達
が
守
っ
て
き
た
信
仰
の
奥
深
さ
に
圧

倒
さ
れ
る
日
々
で
す
。

　

大
切
な
伝
統
や
文
化
を
次
の
時
代
に
繋
ぐ
た

め
、
鋭
意
努
力
を
し
て
参
り
ま
す
。

　

浅
学
非
才
の
身
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
御
指
導

御
鞭
撻
の
程
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

島し
ま
だ田

　
宏こ
う

�

五
十
七
歳

諏
訪
神
社　

宮
司

上
伊
那
支
部

林は
や
し

　
香か
お
り織

�

五
十
五
歳

八
幡
宮　

祢
宜 

松
塩
筑
支
部

木き
む
ら村

　
由ゆ

う

こ
布
子

�

四
十
九
歳

住
吉
神
社　

権
祢
宜

南
安
曇
支
部

山や
ま
だ田

　
晴は
る
き己

�
二
十
六
歳

大
宮
熱
田
神
社　

権
祢
宜

南
安
曇
支
部

平ひ
ら
ば
や
し林

　
慶よ
し
ひ
ろ大

�

二
十
七
歳

八
王
子
神
社　

祢
宜

大
北
支
部
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支
部
名

神
社
名

鎮
座
地

氏
名

飯
伊
支
部

伴
野
神
社

豊
丘
村

大
原
俊
秀

更
級
支
部

東
福
寺
神
社

長
野
市

宮
尾
和
榮

更
級
支
部

東
福
寺
神
社

長
野
市

寺
澤　

昇

更
級
支
部

東
福
寺
神
社

長
野
市

和
田
文
利

更
級
支
部

東
福
寺
神
社

長
野
市

鹿
島
一
雄

昇
級
・
神
職
身
分
一
級

若
一
王
子
神
社

宮
司

竹
内
直
彦

三・一

大
北

昇
級
・
神
職
身
分
二
級
上

諏
訪
神
社

宮
司

宮
島
晃
一

三・一
〇

木
曽

四
柱
神
社

祢
宜

北
澤
道
生

三・一
〇

松
塩
筑

住
吉
神
社

宮
司

飯
田
泰
之

三・一
〇

南
安
曇

昇
級
・
神
職
身
分
二
級

出
速
雄
小
萩
神
社

宮
司

五
十
嵐
輝

四・一

諏
訪

四
柱
神
社

権
祢
宜

角
田
雅
大

四・一

松
塩
筑

三
嶽
神
社

宮
司

宇
治
橋
牧
子

四・一

松
塩
筑

穗
髙
神
社

権
祢
宜

鷲
尾
和
浩

四・一

南
安
曇

大
宮
熱
田
神
社

祢
宜

山
田
美
幸

四・一

南
安
曇

別
表
神
社
宮
司
任
命

諏
訪
大
社

本　

宮
司

村
上
益
弘

四・一

諏
訪

任
命

福
岡
社

兼　

宮
司

茅
野
理
也

一・一

上
伊
那

日
方
磐
神
社

兼　

宮
司

茅
野
理
也

一・一

上
伊
那

洲
原
神
社

兼　

宮
司

茅
野
理
也

一・一

上
伊
那

本
郷
神
社

兼　

宮
司

茅
野
理
也

一・一

上
伊
那

日
曾
利
神
社

兼　

宮
司

茅
野
理
也

一・一

上
伊
那

大
平
神
社

兼　

宮
司

茅
野
理
也

一・一

上
伊
那

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

竜
野
太
一

一・二
五

北
佐
久

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

竜
野
太
一

一・二
五

北
佐
久

梅
戸
神
社

兼　

宮
司

茅
野
理
也

二・一

上
伊
那

吉
原
神
社

兼　

宮
司

塩
入　

哲

二・一

上
水
内

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

高
山
広
光

二・一
〇

大
北

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

須
澤
清
昭

三・一
五

南
安
曇

諏
訪
社

兼　

宮
司

今
井　

佑

四・一

上
伊
那

諏
訪
社

兼　

宮
司

今
井　

佑

四・一

上
伊
那

中
曽
倉
神
社

兼　

宮
司

今
井　

佑

四・一

上
伊
那

御
坂
山
神
社

兼　

宮
司

今
井　

佑

四・一

上
伊
那

粟
野
神
社

兼　

宮
司

若
槻
徹
也

四・一

上
水
内

穂
長
神
社

兼　

宮
司

若
槻
徹
也

四・一

上
水
内

秋
葉
社

兼　

宮
司

若
槻
徹
也

四・一

上
水
内

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

若
槻
徹
也

四・一

上
水
内

多
賀
神
社

兼　

宮
司

太
田
秀
史

四・一

上
水
内

武
冨
佐
神
社

兼　

宮
司

塩
入　

哲

四・一

上
水
内

武
八
布
施
神
社

兼　

宮
司

塩
入　

哲

四・一

上
水
内

冨
士
浅
間
神
社

兼　

宮
司

塩
入　

哲

四・一

上
水
内

三
才
諏
訪
神
社

兼　

宮
司

長
沼
誠
一

四・一

長
野

矢
原
神
明
宮

兼　

宮
司

保
尊　

勉

四・一
五

南
安
曇

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

保
尊　

勉

四・一
五

南
安
曇

令
和
六
年
十
二
月
〜

長
野
県
神
社
庁
長
感
謝
状
　
三
十
万
円
以
上
寄
附

矢
原
神
明
宮

兼　

祢
宜

穗
髙
賢
一

四・一
五

南
安
曇

諏
訪
神
社

兼　

祢
宜

穗
髙
克
彦

四・一
五

南
安
曇

伊
波
保
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

篠
井
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

塩
川
市
之
町
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

白
鳥
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

天
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

國
露
津
穗
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

久
保
林
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

青
木
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

廣
野
辺
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

住
吉
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

厳
島
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

上
澤
神
社

兼　

宮
司

内
堀
栞
里

五・一
〇

上
小

今
村
神
社

兼　

宮
司

島
田　

宏

五・二
〇

上
伊
那

智
子
神
社

兼　

宮
司

島
田　

宏

五・二
〇

上
伊
那

智
児
神
社

兼　

宮
司

島
田　

宏

五・二
〇

上
伊
那

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

島
田　

宏

五・二
〇

上
伊
那

手
長
神
社

兼　

宮
司

島
田　

宏

五・二
〇

上
伊
那

神
明
神
社

兼　

宮
司

島
田　

宏

五・二
〇

上
伊
那

蕗
原
神
社

兼　

宮
司

島
田　

宏

五・二
〇

上
伊
那

白
山
神
社

兼　

宮
司

島
田　

宏

五・二
〇

上
伊
那

大
内
山
神
社

兼　

宮
司

宮
川
英
士

六・二
〇

上
水
内

日
郷
神
社

兼　

宮
司

宮
川
英
士

六・二
〇

上
水
内

丸
栗
神
社

兼　

宮
司

宮
川
英
士

六・二
〇

上
水
内

秋
葉
神
社

兼　

宮
司

塩
入　

哲

六・二
〇

上
水
内

上
ケ
屋
神
社

兼　

宮
司

越
志
秀
徳

六・二
〇

上
水
内

皇
足
穂
命
神
社

兼　

宮
司

越
志
秀
徳

六・二
〇

上
水
内
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廣
瀬
神
社

兼　

宮
司

越
志
秀
徳

六・二
〇

上
水
内

葛
山
落
合
神
社

兼　

宮
司

越
志
秀
徳

六・二
〇

上
水
内

昇
任

大
屋
神
社

本　

宮
司

内
堀
栞
里

一・一

上
小

諏
訪
神
社

本　

宮
司

茅
野
理
也

一・一

上
伊
那

諏
訪
大
社

本　

権
宮
司

桃
井
義
弘

四・一

諏
訪

諏
訪
大
社

本　

祢
宜

北
爪　

聖

四・一

諏
訪

大
星
神
社

兼　

宮
司

工
藤
康
高

四・二
〇

上
小

小
川
神
社

本　

宮
司

太
田
陽
一

六・二
〇

上
水
内

新
任

大
屋
神
社

権
祢
宜

内
堀
晃
司

一・一

上
小

住
吉
神
社

権
祢
宜

木
村
由
布
子

一・一

南
安
曇

八
王
子
神
社

祢
宜

平
林
慶
大

二・二
六

大
北

諏
訪
大
社

権
祢
宜

濵
健
太
郎

四・一

諏
訪

諏
訪
神
社

宮
司

島
田　

宏

五・二
〇

上
伊
那

八
幡
宮

祢
宜

林　

香
織

六・一

松
塩
筑

転
入

熊
野
皇
大
神
社

（
京
都
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令和７年度長野県神社庁災害救助慰藉特別会計歳入歳出予算書

令和７年度長野県神社庁歳入歳出予算書
歳入の部� （単位：円）
款 科　目 予算額 前年度予算額 比較増減△ 附記説明
1 幣 帛 幣 饌 料 696,000 699,000 △3,000 神社本庁より
2 交 付 金 109,860,000 110,860,000 △1,000,000 本庁交付金
3 負 担 金 33,870,000 33,870,000 0 支部負担金、神社負担金、神職負担金、特別寄贈金
4 協 賛 金 5,900,000 5,900,000 0 特別寄贈金、特別協賛金
5 財 産 収 入 500,000 500,000 0 財産利子配当金
6 補 助 金 120,000 120,000 0 神社本庁より参事給与補助金
7 各 種 証 明 料 2,920,000 2,920,000 0 神職任命・登録料、承認料、各種手数料・証明料、階位授与交付金
8 諸 収 入 2,500,000 2,500,000 0 賽物収入、雑収入
9 管 理 費 収 入 600,000 600,000 0 庁舎管理費収入、関係団体管理費収入
10 過 年 度 収 入 200,000 200,000 0
11 繰 越 金 12,834,000 21,831,000 △8,997,000

合　計 170,000,000 180,000,000 △10,000,000
歳出の部� （単位：円）
款 費　目 予算額 前年度予算額 比較増減△ 附記説明
1 神宮神徳宣揚費交付金 52,415,591 46,016,714 6,398,877 支部を通じて各神社へ
2 幣 帛 幣 饌 料 9,000,000 9,000,000 0 別表及特別神社、本務・兼務神社、献幣使参向神社、幣饌料供進神社、献幣使・随員旅費等
3 会 議 費 5,300,000 4,500,000 800,000 会議旅費、諸費
4 庁 務 費 42,966,000 40,686,000 2,280,000 神事費、儀礼費、役員報酬、諸給与及び福利厚生費、需要費
5 負 担 金 27,773,664 27,973,424 △199,760 神社本庁へ
6 事 業 費 14,200,000 14,200,000 0 大麻関係費、教化部費、庁報発行費、職員研修費、東海五県連合会費等
7 研 修 諸 費 300,000 300,000 0 神社庁研修諸費
8 庁 舎 維 持 費 900,000 800,000 100,000 修繕費、設備費、火災保険費
9 交 付 金 4,400,000 2,500,000 1,900,000 神職会、総代会、災害慰藉特別会計各交付金
10 積 立 金 2,300,000 2,300,000 0 役職員退職積立金、五県連合総会積立金
11 補 助 金 50,000 50,000 0 時局対策費
12 新庁舎建設費 0 20,000,000 △20,000,000 新庁舎事業会計へ
13 予 備 費 10,394,745 11,673,862 △1,279,117

合　計 170,000,000 180,000,000 △10,000,000

歳入の部� （単位：円）
款 科　目 予算額 前年度予算額 比較増減△ 附記説明
１ 負 担 金 3,235,000 3,240,000 △5,000 支部負担金、神職掛金
２ 災害救助慰藉特別会計交付金 700,000 100,000 600,000 神社庁・総代会
３ 本 庁 見 舞 金 150,000 150,000 0
４ 雑 収 入 1,000 1,000 0 雑収入
５ 繰 越 金 5,914,000 6,509,000 △595,000

合　計 10,000,000 10,000,000 0
歳出の部� （単位：円）
款 費　目 予算額 前年度予算額 比較増減△ 附記説明
１ 災 害 慰 藉 費 3,685,000 3,685,000 0 神社災害慰藉費、神社総代慰藉費、神職災害慰藉費
２ 神 職 掛 金 2,040,000 2,040,000 0 神職掛金積立金
３ 本庁災害慰藉費 300,000 300,000 0 災害対策資金
４ 運 営 費 60,000 60,000 0 事務費、旅費、雑費
５ 予 備 費 3,915,000 3,915,000 0

合　計 10,000,000 10,000,000 0

神　　　　　州（141号） 令和７年８月１日（20）



諏

訪

大

社

松
　
本
　
市

四

柱

神

社

　
宮
　
　
司
　
宮
　
坂
　
信
　
葊

　  

　
他 

　
　
職
　
員
　
一
　
同

http://w
w

w
.go.tvm

.ne.jp/~yohashira

木
曽
御
嶽
王
滝

御

嶽

神

社

　
宮
　
　
司
　
滝
　
　
　
和
　
人

深

志

神

社

　
名
誉
宮
司
　
遠
　
藤
　
久
　
芳

　
宮
　
　
司
　
牟
　
礼
　
　
　
仁

　  

　
他 

　
　
職
　
員
　
一
　
同

武

水

別

神

社

　
宮
　
　
司
　
堀
　
内
　
潔
　
人

　  

　
他 

　
　
職
　
員
　
一
　
同

若

一

王

子

神

社

　
宮
　
　
司
　
竹
　
内
　
直
　
彦

   

大
町
市
大
字
大
町
二
○
九
七

上
田
市
下
之
郷
中
池
西
七
〇
一

生

島

足

島

神

社

　
宮
　
　
司
　
山
　
崎
　
洋
　
文

　
氏
子
総
代
長
　
工
　
藤
　
　
　
勇

　
　
　
　
　
　
職
員
総
代
一
同

戸

隠

神

社

　
宮
　
　
司
　
水
　
野
　
邦
　
樹

　
　 

他
　
　  

職
　
員
　
一
　
同

穗

髙

神

社

　
名
誉
宮
司
　
小
　
平
　
弘
　
起

　
宮
　
　
司
　
保
　
尊
　
　
　
勉

　
　
　
　
　
　
職
　
員
　
一
　
同

松
本
市
美
須
々
六
番
一
号

長
野
縣
護
國
神
社

　
宮
　
　
司
　
奥
　
谷
　
一
　
文

　
　 

他
　
　  

職
　
員
　
一
　
同

諏
訪
市
茶
臼
山
鎮
座

手

長

神

社

　
宮
　
　
司
　
前
　
島
　
　
　
正

佐
　
久
　
総
　
社

新

海

三

社

神

社

　
宮
　
　
司
　
井
　
出
　
行
　
則

　
総
代
長
　
中
　
條
　
清
　
一

　
　
　
佐
久
市
田
口
鎮
座

木
　
曽
　
総
　
社

御

嶽

神

社

　
宮
　
　
司
　
武
　
居
　
哲
　
也

上
田
市
常
田
鎮
座

総
　
社
　
大
　
宮

科

野

大

宮

社

　
宮
　
　
司
　
今
　
井
　
貴
　
美

　
総
代
会
長
　
宮
　
下
　
憲
　
治

上
田
市
中
央
北
鎮
座

眞
田
三
代
崇
敬
社

大

星

神

社

　
宮
　
　
司
　
工
　
藤
　
康
　
高

　
総
代
長
　
金
　
沢
　
康
　
浩

飯
山
市
小
菅
の
里
鎮
座

小

菅

神

社

　
宮
　
　
司
　
鷲
　
尾
　
隆
　
男

　
総
代
会
長
　
丸
　
山
　
重
　
吉

飯
田
市
浜
井
町

破
魔
射
場
鎮
座

冨
士
山
稲
荷
神
社

　
宮
　
　
司
　
市
　
原
　
貴
美
雄

　
　
　
　
　
職
員
総
代
一
同

上
伊
那
郡
飯
島
町

梅

戸

神

社

　
宮
　
　
司
　
茅
　
野
　
理
　
也

　
祢
　
　
宜
　
今
　
井
　
　
　
佑

上
伊
那
郡
辰
野
町

三

輪

神

社

　
宮
　
　
司
　
矢
　
島
　
正
　
稔

上
伊
那
郡
辰
野
町
小
野

矢

彦

神

社

　
宮
　
　
司
　
立
　
澤
　
寿
　
江

　
祢
　
　
宜
　
立
　
澤
　
俊
　
輔

　
総
代
会
長
　
青
　
木
　
精
　
三

神　　　　　州 （141号）令和７年８月１日（21）



大

御

食

神

社

　
宮
　
　
司
　
白
　
鳥
　
俊
　
明

　
祢
　
　
宜
　
白
　
鳥
　
操
　
子

　
権
祢
宜
　
富
　
岡
　
清
　
彦

　
総
代
会
長
　
新
　
井
　
亮
　
男

木
曽
郡
木
曽
町
福
島
鎮
座

水

無

神

社

　
宮
　
　
司
　
宮
　
田
　
利
　
彦

　
祢
　
　
宜
　
宮
　
田
　
伊
　
織

あ
づ
み
野

住

吉

神

社

　
宮
　
　
司
　
飯
　
田
　
泰
　
之

　
氏
子
総
代
会
長
　
小
　
林
　
　
　
健

上
水
内
郡
小
川
村
小
根
山
鎮
座

小

川

神

社

　
宮
　
　
司
　
太
　
田
　
陽
　
一

　
祢
　
　
宜
　
藤
　
井
　
治
　
樹

　
総
代
長
　
坂
　
井
　
　
　
正

七
二
会
鎮
座

式
　
内
　
社

守

田

神

社

　
宮
　
　
司
　
櫻
　
井
　
龍
　
一

　
主
任
総
代
　
成
　
田
　
眞
　
一

　
会
　
　
計
　
北
　
島
　
伸
　
哉

木
曽
郡
木
曽
町
開
田
高
原
西
野

八

幡

宮

　
宮
　
　
司
　
神
　
田
　
　
　
肇

　
祢
　
　
宜
　
毛
　
利
　
ゆ
き
乃

長
野
市
箱
清
水
鎮
座

湯

福

神

社

　
宮
　
　
司
　
齋
　
藤
　
安
　
彦

　
権
祢
宜
　
齋
　
藤
　
友
加
里

　
権
祢
宜
　
齋
　
藤
　
紳
　
悟

長
野
市
東
町
鎮
座

武

井

神

社

　
宮
　
　
司
　
齋
　
藤
　
吉
　
睦

長
野
市
松
代
町
鎮
座

象

山

神

社

　
宮
　
　
司
　
瀧
　
澤
　
　
　
基

　
祢
　
　
宜
　
瀧
　
澤
　
け
い
子

　
権
祢
宜
　
瀧
　
澤
　
理
　
恵

岡
谷
市
小
井
川
鎮
座

小
井
川
賀
茂
神
社

　
宮
　
　
司
　
有
　
賀
　
寬
　
典

飯
田
市
八
幡
町
一
九
九
九

鳩

ヶ

嶺

八

幡

宮

　（
重
要
文
化
財
誉
田
別
尊
神
像
）

　
宮
　
　
司
　
伊
　
原
　
義
　
雄

　
総
代
会
長
　
加
　
藤
　
　
　
潔

国
　
　
宝

仁

科

神

明

宮

　
　
　
　
　
大
町
市
社
宮
本

　
宮
　
　
司
　
松
　
井
　
秀
　
吾

　
総
代
長
　
矢
　
口
　
博
　
文

長
野
市
岩
石
町
鎮
座

え
び
す
の
神

西

宮

神

社

　
宮
　
　
司
　
丸
　
山
　
　
　
肇

　
　
　
　
　
役
員
総
代
一
同

松
本
市
梓
川
梓
鎮
座

大

宮

熱

田

神

社

　
宮
　
　
司
　
山
　
田
　
充
　
春

塩
尻
市
中
西
條
鎮
座

三

嶽

神

社

　
宮
　
　
司
　
宇
治
橋
　
牧
　
子

　
権
祢
宜
　
宇
治
橋
　
邦
　
彦

安
曇
野
市
穂
高
有
明
字
宮
城

彫
刻
で
名
高
き
裕
明
門

有

明

山

神

社

　
宮
　
　
司
　
山
　
崎
　
佳
　
宏

　
総
代
会
長
　
畠
　
山
　
忠
　
幸

長
野
市
三
輪
鎮
座

美

和

神

社

　
宮
　
　
司
　
齋
　
藤
　
吉
　
睦

　
権
祢
宜
　
深
　
澤
　
秀
　
夫

塩
尻
市
北
小
野
鎮
座

小

野

神

社

　
宮
　
　
司
　
宇
治
橋
　
　
　
淳

　
祢
　
　
宜
　
宇
治
橋
　
邦
　
彦

　
総
代
会
長
　
熊
　
井
　
芳
　
彦

松
本
市
村
井
町

神

明

宮

　
宮
　
　
司
　
永
　
持
　
は
な
子

　
祢
　
　
宜
　
宇
治
橋
　
邦
　
彦

　
権
祢
宜
　
小
　
穴
　
真
　
希

伊
那
市
御
園
区
鎮
座

白

山

社

　
宮
　
　
司
　
伊
　
藤
　
光
　
宣
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編 

集 

後 

記

　

庁
報
制
作
に
あ
た
り
、
全
神
職
・
全

総
代
と
県
内一万
を
超
え
る
皆
様
の
お
手

元
に
、
ど
う
いっ
た
経
路
で
届
く
の
か
を

調
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
、「
と
に
か
く
手

に
取
っ
て
も
ら
い
、
中
を
見
て
も
ら
い
、

そ
し
て
読
ん
で
頂
き
た
い
…
」
そ
ん
な
、

歴
代
編
集
委
員
の
皆
様
が
当
た
り
前
の

よ
う
に
願
い
考
え
て
こ
ら
れ
た
こ
と
を
念

頭
に
置
き
、
先
ず
は
庁
報
の
サ
イ
ズ
を
Ｂ

五
版
か
ら
Ａ
四
版
に
す
る
こ
と
で
、
文
字

を
大
き
く
読
み
や
す
い
も
の
す
る
と
共

に
、
内
容
は
中
学
生
で
も
理
解
で
き
る

柔
ら
か
い
表
現
を
心
が
け
、
専
門
用
語

に
は
注
釈
を
入
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
思

い
な
が
ら
も
、
ど
れ
も
表
紙
を
開
い
て
読

ん
で
も
ら
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
無
い
わ
け

で
、
こ
れ
ら
を
委
員
メ
ン
バ
ー
の
共
通
認

識
と
し
て
三
年
間
取
り
組
ん
で
参
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
で一
番
幼
稚
な
委
員
長
、

若
輩
委
員
長
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
若

輩
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
を
意
識
し
な

が
ら
「
昭
和
百
年
」「
戦
後
八
十
年
」

を
迎
え
た
此
の
年
、
来
る
「
御
遷
宮
」

に
向
け
て
、
多
く
の
方
に
興
味
を
持
って

読
ん
で
理
解
し
て
頂
け
る
庁
報
を
編
集

し
て
参
り
た
い
と
思
って
お
り
ま
す
。
今

後
は
、
当
委
員
会
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
見

直
さ
せ
て
頂
き
、
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
な

ど
を
使
い
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
と
も
リ
ン
ク
さ
せ

な
が
ら
の
新
し
い
『
神
州
』
の
展
開
を

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
楽
し
み
に
し
て
頂

け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

�

編
集
委
員
長　

白 

鳥 

俊 

明

東
筑
摩
郡
筑
北
村
坂
北
鎮
座

無
形
文
化
財
お
田
植
祭
り

刈

谷

澤

神

明

宮

　
宮
　
　
司
　
山
　
崎
　
洋
　
文

　
総
代
会
長
　
宮
　
入
　
康
　
寿

佐
久
市
鎮
座

荒

舩

山

神

社

　
宮
　
　
司
　
小
間
澤
　
　
　
肇

　
祢
　
　
宜
　
小
間
澤
　
貴
　
子

　
総
代
会
長
　
春
　
日
　
利
　
夫

上
田
市
武
石
鎮
座

子

檀

嶺

神

社

　
宮
　
　
司
　
清
　
住
　
宗
　
廣

　
総
代
会
長
　
池
　
内
　
俊
　
郎

上
田
市
生
田
鎮
座

飯

沼

神

社

　
宮
　
　
司
　
清
　
住
　
邦
　
廣

　
総
代
会
長
　
関
　
　
　
敏
　
男

奥
州
一
之
宮
鹽
竈
神
社
御
分
社

鹽

竈

神

社

　
宮
　
　
司
　
大
　
澤
　
明
　
三

　
祢
　
　
宜
　
大
　
澤
　
節
　
子

　
総
代
会
長
　
蜂
　
谷
　
　
　
泉

長
野
市
大
町
鎮
座

長

沼

神

社

　
宮
　
　
司
　
長
　
沼
　
忠
　
行

　
祢
　
　
宜
　
長
　
沼
　
房
　
子

　
権
祢
宜
　
長
　
沼
　
誠
　
一

長
野
市
松
代
町
皆
神
山

熊
野
出
速
雄
神
社

　
　（
皆
　
神
　
神
　
社
）

　
宮
　
　
司
　
武
　

　
弘
　
樹

安
曇
野
市
豊
科
南
穂
高

洲

波

神

社

　
宮
　
　
司
　
宮
　
澤
　
佳
　
廣

佐
久
市
臼
田
鎮
座

稲

荷

神

社

　
宮
　
　
司
　
伴
　
野
　
健
　
一

　
総
代
会
長
　
春
　
日
　
利
　
巳

木
曽
郡
南
木
曽
町
田
立
鎮
座

県
無
形
民
俗
文
化
財
花
馬
祭
り

五

宮

神

社

　
宮
司
代
務
　
髙
　
橋
　
　
　
守

飯
山
市
五
束
鎮
座

　（
国
重
文
若
宮
八
幡
社
）

健
御
名
方
富
命
彦
神
別
神
社

　
宮
　
　
司
　
髙
　
橋
　
　
　
穣

　
祢
　
　
宜
　
髙
　
橋
　
　
　
晶

　
総
代
会
長
　
松
　
本
　
隆
　
一

駒
ヶ
根
市
赤
穂
鎮
座

大
宮
五
十
鈴
神
社

　
宮
　
　
司
　
白 

鳥 

俊 

明

　
祢
　
　
宜
　
白 

鳥 

操 

子

http://isuzujinja.com

海
野
氏

真
田
氏
　
氏
神
様
　

信
州
海
野
宿
鎮
座

白

鳥

神

社

　
宮
　
　
司
　
石
　
和
　
　
　
大

安
曇
野
市
潮
鎮
座

神

　

明

　

宮

　
宮
　
　
司
　
隠
　
岐
　
光
　
洋

　
祢
　
　
宜
　
隠
　
岐
　
有
紀
子

上
田
市
真
田
町
長
真
田
鎮
座

山

家

神

社

　
宮
　
　
司
　
押
　
森
　
　
　
慎

　
総
代
会
長
　
松
　
尾
　
重
　
則

　
婦
人
会
長
　
大
　
塚
　
な
お
美

神　　　　　州 （141号）令和７年８月１日（23）



遷
宮
の
主
な
祭
典
と
行
事
（
実
施
年
は
前
回
遷
宮
の
例
に
よ
る
）

第63回神宮式年遷宮 行事一覧

　
毎
年
、
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す

「
全
国
神
社
総
代
会
大
会
」
で
す
が
、
本
年

は
長
野
県
に
て
左
記
に
よ
り
開
催
致
し
ま

す
。
是
非
と
も
、
多
く
の
県
内
氏
子
総
代
の

皆
様
で
お
迎
え
を
お
願
い
し
ま
す
。（
入
場
無
料
）

　
　
　
　
　
　

記

一
、
期
日　

十
月
二
十
八
日
（
火
）

一
、
開
会　

十
二
時
三
十
分　

清
興
開
始

一
、
会
場　

ホ
ク
ト
文
化
ホ
ー
ル（
長
野
市
若
里
一
―
一
―
三
）

一
、
清
興　

戸
隠
神
社
太
々
神
楽

一
、
記
念
講
演　

　
　
　

演
題　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で

　
　
　
　
　
　

若
者
と
一
緒
に
地
域
の
未
来
を
（
仮
題
）

　
　
　

講
師　

長
野
県
立
大
学
学
長  

金
田
一  

真
澄  

先
生

第60回全国神社総代会大会が
長野県にて開催されますので

多くの皆様のご参加をお願い致します。

山や
ま
ぐ
ち口
祭さ
い（
令
和
七
年
）

御
用
材
を
切
り
出
す
に
あ
た
り
山
の
神
に
安
全
を
祈
り
ま
す
。

御み
そ
ま杣
始は
じ
め
祭さ
い（
令
和
七
年
）

御
神
体
を
納
め
る「
御み
ひ
し
ろ
樋
代
」の
御
料
材
を
古
作
法
に
よ
り
伐
り
出
し
ま
す
。

御み
ふ
な
し
ろ

船
代
祭さ
い（
令
和
七
年
）

「
御み
ひ
し
ろ
樋
代
」を
納
め
る
船
形
の「
御み
ふ
な
し
ろ

船
代
」の
御
用
材
を
伐
採
す
る
お
ま
つ
り
。

木こ
づ
く
り造
始は
じ
め
祭さ
い（
令
和
八
年
）

御
造
営
工
事
に
あ
た
り
、
御
用
材
に
墨
を
打
ち
、
斧
を
入
れ
て
安
全
を
祈
り
ま
す
。

御お
き
ひ
き
木
曳
行
事（
令
和
八・九
年
）

地
元
伊
勢
の
住
民
が
揃
い
の
法
被
姿
で
御
用
材
を
両
宮
に
曳
き
入
れ
る
盛
大
な
行
事
。

全
国
の「
特
別
神
領
民
」も
多
数
参
加
し
て
、
伊
勢
は
勇
敢
な
掛
け
声
と
木き
や
り遣
音
頭
に
包

ま
れ
ま
す
。

鎮ち
ん
ち地
祭さ
い（
令
和
十
年
）

新
殿
を
建
て
る
御
敷
地
で
の
最
初
の
お
ま
つ
り
。「
地
鎮
祭
」に
相
当
し
ま
す
。

宇う
じ治
橋ば
し
わ
た
り渡
始は
じ
め
し
き
式（
令
和
十
一年
）
神
宮
の
象
徴
と
な
って
い
る「
宇
治
橋
」も
新
し
く
な
り
、「
渡わ
た
り
め女
」や
三
世
代
揃
い
の
夫
婦

を
先
頭
に
盛
大
に
渡
り
始
め
を
行
い
ま
す
。

立り
っ
ち
ゅ
う柱
祭さ
い（
令
和
十
四
年
）

新
殿
の
建
築
に
あ
た
り
、
御
柱
の
木
口
を
木
槌
で
打
ち
安
泰
を
祈
り
ま
す
。

上じ
ょ
う
と
う棟
祭さ
い（
令
和
十
四
年
）

正
殿
の
棟
上
げ
の
華
や
か
な
お
ま
つ
り
。
棟む
な
ぎ木
に
連
な
る
綱
を
引
き「
千せ
ん
ざ
い
と
う

歳
棟
、
万ま
ん
ざ
い
と
う

歳
棟
、

曳え
い
え
い
お
く
と
う

々
億
棟
」の
掛
け
声
も
高
く
棟
木
を
木
槌
で
打
ち
固
め
ま
す
。

御お
し
ら
い
し
も
ち

白
石
持
行
事（
令
和
十
五
年
）
御
木
曳
行
事
と
同
様
、地
元
伊
勢
の
住
民
や
全
国
の
特
別
神
領
民
が「
御
白
石
」を
曳
き
、

完
成
し
た
真
新
し
い
御
正
殿
の
御
敷
地
に
奉
納
し
ま
す
。

杵こ
つ
き築
祭さ
い（
令
和
十
五
年
）

新
殿
の
竣
功
に
あ
た
り
御
敷
地
を
突
き
固
め
る
お
ま
つ
り
。
古
歌
を
唱
え
、
白
び
ゃ
く

杖じ
ょ
うで
御

柱
の
根
本
を
突
き
な
が
ら
新
殿
の
ま
わ
り
を
巡
り
ま
す
。

後ご

鎮ち
ん
祭さ
い（
令
和
十
五
年
）

新
殿
の
竣
功
を
感
謝
し
、
そ
の
平
安
を
祈
り
ま
す
。

川か
わ
ら
お
お
は
ら
い

原
大
祓（
令
和
十
五
年
）

「
遷せ
ん
ぎ
ょ御
」
の
儀
に
先
だ
って
、
御
装
束
神
宝
や
神
宮
祭
主
以
下
の
奉
仕
者
を
「
川
原
祓
所
」

で
祓
い
清
め
ま
す
。

遷せ
ん
ぎ
ょ御（
令
和
十
五
年
）

式
年
遷
宮
の
中
核
を
な
す
お
ま
つ
り
。
午
後
八
時
、全
て
の
灯
り
が
消
さ
れ
た
浄
じ
ょ
う
闇あ
んの
中
、

大
御
神
は
本
殿
を
出
し
ゅ
つ
ぎ
ょ
御
、
新
殿
で
入じ
ゅ
ぎ
ょ御
さ
れ
ま
す
。

百
名
を
超
え
る
奉
仕
者
は
御
神
宝
等
を
手
に
付
き
従
い
、
参
道
沿
い
の
多
く
の
奉
拝
者
が

見
守
る
中
、
荘
厳
な
古
代
絵
巻
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

奉ほ
う
へ
い幣（
令
和
十
五
年
）

遷
御
の
翌
日
、
天
皇
陛
下
か
ら
奉
ら
れ
る
幣へ
い
は
く帛
を
新
殿
の
大
御
神
に
奉
納
し
ま
す
。

御み
か
ぐ
ら
神
楽（
令
和
十
五
年
）

宮
中
の
楽
師
が
神
宮
に
遣
わ
さ
れ
、
御
垣
内
の
四
丈
殿
で
庭
燎
の
灯
り
が
ゆ
れ
る
中
、
深

夜
ま
で
厳
か
に
御
神
楽
を
奏
で
ま
す
。
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